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納
税
方
法
は
金
融
機
関
の
口
座
か
ら

引
き
落
と
す「
振
替
納
税
」が
便
利
で
す
。

問
宇
土
税
務
署

☎（
22
）０
４
１
０

固
定
資
産
税
の
納
付
方
法
が

増
え
て
便
利
に
な
り
ま
す

４
月
か
ら
新
た
に
納
付
書
に「
ｅ
Ｌ

―
Ｑ
Ｒ
」と「
ｅ
Ｌ
番
号
」が
印
字
さ
れ
、

「
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
」を
利
用
し

て
、
簡
単
に
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

問
税
務
課

☎（
32
）１
４
８
７

　
お
知
ら
せ

下
水
道
な
ど
の
使
用
状
況

変
わ
っ
た
と
き
は
届
け
出
を

次
の
場
合
に
は
、
使

用
料
の
算
定
に
影
響
し

ま
す
の
で
必
ず
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

住
ん
で
い
る
人
の
数
で
下
水
道
使
用
料

が
算
定
さ
れ
て
い
る
世
帯

▪
使
用
者
の
人
数
が
増
減
し
た
と
き

▪
使
用
水
を
変
更
し
た
と
き（
井
戸
水

か
ら
上
水
に
切
り
替
え
る
な
ど
）

農
業
集
落
排
水
施
設
を
使
用
し
て
い
る

世
帯

▪
使
用
者
の
人
数
が
増
減
し
た
と
き

問
上
下
水
道
課

☎（
32
）１
６
７
４

　

 

助
成
・
補
助

ピ
ロ
リ
菌
感
染
検
査
費
用

を
助
成
し
て
い
ま
す

市
内
の
委
託
医
療
機
関
で
受
け
る
検

査
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象

市
在
住
の
15
歳
以
上
で
ピ
ロ
リ

菌
感
染
検
査
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
人

個
人
負
担
額

１
０
０
０
円

受
診
期
限

3
月
31
日
㊎

申
込
方
法

電
話

問
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

 

☎（
32
）７
１
０
０

　

 

税
・
料
金

令
和
４
年
分
確
定
申
告
分
の

振
替
納
付
日

振
替
納
付
日

▪
申
告
所
得
税
・
復
興

特
別
所
得
税

４
月
24
日
㊊

▪
消
費
税
・
地
方
消
費
税（
個
人
事
業

者
）
４
月
27
日
㊍

新婚さんの新生活を応援しています
受付終了間近

問 子ども未来課　☎33－1118

　令和４年度の対象者は、4月以降に補助
金申請ができません。申請を希望する人は、
必ず期日までに申請してください。
申請期限　3月31日㊎
※予算額に達した時点で受け付け終了
対象　次の全てに該当する世帯
▪令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
　に婚姻した39歳以下の夫婦
▪夫婦の合計所得が400万円未満
▪申請日に、申請対象住居に住民票があり
　同居している
▪市税の滞納がない

費用 対象となる費用（合わせて最大60万）

住宅費

①新居の購入費
②新居のリフォーム費
③新居の家賃、敷金、礼金、共
　益費、仲介手数料

新居への引っ
越し費用

④引越し業者や運搬業者に払っ
　た費用

第10期集合税

3月31日㊎
　問 債権管理課
　　 ☎32－1497

市税の納期限

市HP

ｅＬ番号

ｅＬ－QR

地方税
お支払い
サイト

追加される
支払い方法
はこちら

事
業
者
向
け
／
お
知
ら
せ
／
イ
ベ
ン
ト

27 広報うき 2023・3・1 ★新型コロナウイルスの影響で、お知らせした内容が変更・中止になる場合があります。

松橋町・小川町・豊野町西部地区の水道料金を改定します

　本紙令和4年8月号でもお知らせしていまし
たが、4月1日から水道料金を改定します。
　今回の改定は、上天草・宇城水道企業団か
ら購入する水の単価が令和2年4月から1㎥当
たり39円値上がりしたことを受け、対象区域
の水道料金に反映するものです。

改定の理由

水道事業は他の公共サービスとは異なり、
独立採算制をとっています。これは、受益者
負担の原則に基づくもので、施設整備や維持
管理などの費用は主に利用者の皆さんからの
水道料金で賄っています。
水道を利用している皆さんには負担をお掛
けしますが、ご理解をお願いします。
なお、下水道使用料は改定しません。

公営企業の独立採算制

問 上下水道課
　☎32－1674

値上げ額
基本料金・超過料金

　各１㎥当たり　 39 円値上げ
※基本料金
水道の口径ごとに設定さ
れる基本水量までの料金

※超過料金
基本水量を超えたとき
の1㎥当たりの料金

標準的な家庭
▪メーター口径13㍉
▪１カ月に20㎥使用
　　　　　　　 の場合

1カ月当たり

　　 780 円の増額

地域 口径 基本
水量

基本料金 超過料金

現行 新 現行 新

松橋・小川
13㍉

7㎥まで 1,560円 1,830円 232円 271円

豊野西部 8㎥まで 1,840円 2,150円 242円 281円

モデルケース

詳しくは
市ホームページ

負担する額

新料金への切り替え時期

対象区域・値上げ額

対象対 - 企業団用水給水区域 -
松橋町、小川町（東小川の一部・南小川の一部・松
小川・西北小川・南部田・北部田・南小野・中
小野・北小野・河江・江頭・川尻・北新田・南
新田・新田・新田出・住吉・不知火）、豊野町
西部地区（下郷・山崎・糸石の一部・中間・上郷）

2月 3月 4月 5月

※口径は13～100㍉で8段階あり、

段階ごとに各料金が異なります。

新料金対象旧料金対象
使用期間

支払い

3月検針 5月検針4月検針※

2月分
（旧料金）

3月分
（旧料金）

4月分
（新料金）

※4月の検針は料金改定に伴い、
4月1日～5日に実施します

受益者負担の原則

「経営に必要な費用を経営によって得られる収入
で賄わなければならない」という地方公営企業法
で定められた水道経営の原則

1月分
（旧料金）

宇土市宇土市

氷川町

三角町
不知火町 松橋町

小川町

町野町豊野豊


